
(毎月5､ 15､ 25日発行)

大阪府歯科保険医協会
発 行 人　　和田 　武
大阪市浪速区幸町1-2-33
電 話(06)6568-7731(代 表)
http://osk-hok.org/

●定価･年間10,000円 月1,000円
●1977年5月23日第三種郵便物認可

/ 5
2023年第1473号

　

政
府
は
国
民

の
３
Ｒ
推
進
に

対
す
る
理
解
と

協
力
を
求
め
る

た
め
、
毎
年
10
月
を
「
リ
デ

ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ

イ
ク
ル
推
進
月
間
」
と
定

め
、
様
々
な
普
及
啓
発
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
３
Ｒ
は 

Reduce

（
リ
デ
ュ
ー
ス
）
、

Reuse

（

リ

ユ

ー

ス
）
、

Recycle

（
リ
サ
イ
ク
ル
）

の
総
称
で
頭
文
字
が
「
Ｒ
」

な
の
で
「
３
Ｒ
（
ス
リ
ー
ア

ー
ル
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

Reduce

は
、
ご
み
の
量
を

少
な
く
す
る
こ
と
や
、
製
品

寿
命
を
長
く
す
る
た
め
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
整
備
、

Reuse

は
、
不
用
品
の
リ
サ

イ
ク
ル
や
譲
渡
、Recycle

は
、
使
い
終
わ
っ
た
も
の

を
、
も
う
一
度
資
源
に
戻
し

た
う
え
で
、
新
製
品
の
原
材

料
に
す
る
場
合
な
ど
で
あ

る
。

　

原
発
は
３
Ｒ
の
ど
れ
に
も

あ
て
は
ま
ら
ず
、
高
浜
原
発

１
号
機
は
運
転
期
間
制
限
で

あ
る
40
年
を
超
え
て
来
年
で

50
年
目
を
迎
え
る
。
現
在
国

内
の
原
発
で
も
っ
と
も
古
い

原
子
力
発
電
所
が
12
年
ぶ
り

に
再
稼
働
し
た
が
、
原
発
か

ら
で
た
ゴ
ミ
も
い
ま
だ
、
捨

て
る
場
所
が
決
ま
っ
て
い
な

い
。
再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
変
え
て
い
く
べ
き
で
は

な
い
か
。 

（
Ｙ
）

　政府に「保険証残せ」の
声を届けます。
　もうひとまわり署名への
ご協力をお願いします。

２
０
２
４
年
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
保
団
連

２
０
２
４
年
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
保
団
連

歯
科
改
善
要
求

歯
科
改
善
要
求
平
尾
清
司

平
尾
清
司  
社
保
研
究
部
長
の
ポ
イ
ン
ト
解
説
③

社
保
研
究
部
長
の
ポ
イ
ン
ト
解
説
③

物価高騰対策

広がる医療機関支援

　

20
年
ほ
ど
前
に
政
府
が
発

表
し
た
地
域
医
療
構
想
を
理

由
に
大
阪
府
で
は
慢
性
期
病

床
が
10
万
床
ほ
ど
削
減
さ
れ

た
。
つ
ま
り
10
万
人
程
の
寝

た
き
り
患
者
が
病
院
か
ら
施

設
や
居
宅
へ
送
り
出
さ
れ
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
歯
科
治
療

の
対
象
患
者
で
あ
り
、
大
阪

府
下
の
歯
科
診
療
所
数
を
５

０
０
０
件
と
考
え
る
と
１
診

療
所
あ
た
り
20
人
程
度
歯
科

訪
問
患
者
が
増
え
る
―
―
と

い
う
話
を
、
行
政
は
じ
め
あ

ち
ら
こ
ち
ら
で
耳
に
し
た
。

　

第
５
４
９
回
中
医
協
に
提

出
さ
れ
た
「
在
宅
に
つ
い
て

（
そ
の
１
）
」
で
は
訪
問
歯

科
診
療
が
ニ
ー
ズ
に
比
べ
て

実
数
が
一
向
に
増
え
な
い
実

態
を
長
々
と
説
明
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

原
因
を
私
は
以
下
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
。

　

２
０
２
４
年
保
険
改
定
に
向
け
保
団
連
で
は
「
保
団
連
要

求
」
を
発
表
し
て
い
る
。
最
終
回
で
あ
る
今
回
は
「
在
宅
に

つ
い
て
（
そ
の
１
）
」
に
関
連
し
た
部
分
を
解
説
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
20
年
間

の
訪
問
歯
科
診
療
の
患
者
数

は
当
院
だ
け
で
見
て
も
横
ば

い
ど
こ
ろ
か
、
微
減
傾
向
で

あ
る
。
私
は
、
そ
の
原
因
こ

そ
が
訪
問
歯
科
診
療
が
伸
び

な
い
最
大
の
原
因
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高

齢
者
の
保
険
料
や
窓
口
負
担

と
い
っ
た
本
来
国
や
自
治
体

が
負
担
す
べ
き
医
療
福
祉
分

野
へ
の
経
済
的
負
担
は
な
お

ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
。
70
歳

以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
が

３
割
、
75
歳
以
上
の
一
部
２

割
負
担
と
、
窓
口
負
担
は
重

く
の
し
か
か
り
、
住
民
の
健

康
を
守
る
自
治
体
の
医
療
費

助
成
制
度
は
改
悪
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
大
阪
府
で
は
老
人

医
療
費
助
成
制
度
が
あ
っ
た

た
め
、
一
部
の
高
齢
者
で
は

受
診
ご
と
に
５
０
０
円
の
窓

口
負
担
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

国
の
制
度
で
も
、
入
院
外
の

自
己
負
担
額
は
２
０
０
０
年

ま
で
は
１
日
５
３
０
円
（
月

４
回
ま
で
）
の
定
額
制
で
あ

っ
た
。
こ
の
医
療
費
助
成
制

度
や
定
額
制
が
廃
止
さ
れ
た

後
、
居
宅
へ
の
訪
問
歯
科
診

療
を
断
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
高
齢

者
へ
の
医
療
費
助
成
施
策
な

く
し
て
訪
問
歯
科
診
療
件
数

の
増
加
は
あ
り
え
な
い
と
考

え
て
い
る
。
次
に
、
診
療
報

酬
上
の
問
題
で
あ
る
。
在
宅

固
有
の
技
術
料
評
価
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
基
礎
的
技
術

料
が
低
い
こ
と
が
原
因
で
あ

る
。
低
評
価
の
ま
ま
「
出
か

け
る
医
療
」
を
求
め
ら
れ
て

も
二
の
足
を
踏
む
の
も
当
然

で
あ
る
。 

（
お
わ
り
）

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
撤
回
を

Ｃ
Ｄ
・
紙
レ
セ
残
せ
６
割
超

協
会
・
保
団
連
が
厚
労
省
に
撤
回
を
要
請

一部負担金の軽減なくして
訪問歯科診療の増加なし　

大阪市内開
業の会員に
は今号に補
助金申請用
紙を同封し
ています

　

保
団
連
は
、
６
〜
７
月
に

全
国
の
会
員
に
向
け
て
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
を
め
ぐ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
実
施
し
た
。
４
４
３

９
医
療
機
関
が
回
答
し
、
現

在
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
し
て

い
る
医
療
機
関
を
除
い
た
１

６
７
２
件
中
、
３
１
９
件
が

「
義
務
化
さ
れ
る
と
廃
業
せ

ざ
る
を
得
な
い
」
と
答
え
て

い
る
。
回
答
数
の
約
２
割
に

あ
た
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
受
け

　

政
府
・
厚
労
省
は
来
年
９
月
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

を
実
質
義
務
化
す
る
方
針
を
掲
げ
、
今
月
末
ま
で
に
請
求

に
関
す
る
命
令
の
改
正
を
示
す
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受

け
10
月
５
日
、
保
団
連
が
厚
労
省
交
渉
と
記
者
会
見
に
取

り
組
ん
だ
。
協
会
か
ら
事
務
局
が
参
加
し
た
。

て
保
団
連
は
、
全
国
の
医
療

機
関
の
請
求
実
務
の
現
状
か

ら
、
19
％
が
廃
業
す
れ
ば
歯

科
で
は
７
７
２
９
件
、
医
科

で
は
２
９
８
３
件
と
あ
わ
せ

て
１
万
件
を
超
え
る
医
療
機

関
が
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る

と
示
し
た
。
保
団
連
の
田
辺

隆
副
会
長
は
、
と
り
わ
け
歯

科
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
未

実
施
の
医
療
機
関
が
６
割
を

超
え
て
い
る
現
状
を
示
し
、

「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
来
年

９
月
ま
で
に
事

実
上
義
務
化
す

れ
ば
地
域
の
歯

科
医
療
が
成
り

立
た
な
く
な

る
」
と
問
題
を

指
摘
し
、
厚
労

省
に
義
務
化
の

撤
回
を
求
め
た
。

「
改
正
」案
に
反
対

パ
ブ
コ
メ
提
出

　

協
会
・
社
保
研
究
部
は
10

月
５
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

を
事
実
上
義
務
化
す
る
、
請

求
に
関
す
る
命
令
の
一
部

「
改
正
」
案
に
つ
い
て
反
対

の
主
旨
で
パ
ブ
コ
メ
を
提
出

し
た
。
協
会
の
会
員
意
見
調

査
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

が
義
務
化
さ
れ
、
紙
レ
セ
プ

ト
請
求
に
戻
れ
な
い
こ
と
に

約
６
割
の
医
療
機
関
が
反
対

し
て
い
る
こ
と
や
、
①
レ
セ

プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
請

求
事
務
の
効
率
化
の
た
め
に

選
ん
で
い
る
請
求
方
法
の
一

つ
に
過
ぎ
な
い
。
②
医
療
機

関
が
手
書
き
で
レ
セ
プ
ト
を

提
出
し
、
コ
ス
ト
低
減
に
努

め
る
こ
と
は
当
然
の
権
利
と

し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
③
患

者
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
不

安
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を

望
ま
な
い
場
合
に
、
医
療
機

関
が
配
慮
し
て
選
択
し
な
い

権
利
を
認
め
る
べ
き―

―

な

ど
を
指
摘
し
、
義
務
化
の
撤

回
を
求
め
た
（
全
文
は
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
。

　

物
価
高
騰
対
策
と
し
て
協

会
が
府
内
の
自
治
体
に
求
め

て
き
た
医
療
機
関
支
援
が
広

が
り
つ
つ
あ
る
。
10
月
20
日

時
点
の
各
自
治
体
の
支
援
状

況
を
ま
と
め
た
（
独
自
調

べ
）。
こ
の
間
、
協
会
で
は

大
阪
府
保
険
医
協
会
と
連
名

で
府
内
全
自
治
体
首
長
に
医

療
機
関
・
歯
科
技
工
所
支
援

を
求
め
る
要
望
書
を
３
度
に

わ
た
っ
て
提
出
し
て
お
り
、

議
会
要
請
な
ど
を
通
じ
て
訴

え
て
き
た
こ
と
が
支
援
の
実

施
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

自
治
体
間
に
格
差
も

　

医
療
機
関
を
対
象
に
補
助

金
を
支
給
し
た
自
治
体
は
、

22
年
度
と
23
年
度
を
あ
わ
せ

て
19
自
治
体
に
上
る
（
３
面

『
マ
ッ
プ
』
参
照
）。
い
ず

れ
も
協
会
の
要
請
に
応
じ
て

国
の
「
電
力
・
ガ
ス
・
食
料

品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
地

方
交
付
金
」
を
活
用
し
、
支

援
金
を
支
給
し
て
い
る
。

　

一
診
療
所
あ
た
り
の
支
援

額
は
３
〜
５
万
円
と
少
額
の

自
治
体
が
多
い
一
方
で
、
四

條
畷
市
で
は
22
年
度
に
30
万

円
を
支
給
し
、
23
年
度
に
は

医
療
機
関
の
従
事
者
に
感
謝

金
と
し
て
一
人
に
つ
き
３
万

円
を
支
給
。
高
槻
市
・
茨
木

市
・
寝
屋
川
市
は
２
年
連
続

で
10
万
円
ず
つ
合
計
20
万
円

を
支
給
す
る
な
ど
、
手
厚
い

支
援
を
実
施
し
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
（
表
参
照
）
。

 

（
３
面
へ
つ
づ
く
）

北摂・北河内地域を中心に19自治体

表　物価高騰対策等を目的とする医療機関向け支援金支給額（診療所）

問34　診療報酬の請求方法

2023年会員意見調査より

支給額 2022年度
（2022年４月～2023年３月）

2023年度
（2023年４月～）

一
律
定
額
支
給

30万円 四条畷市 ―

10万円 高槻市、茨木市、寝屋川市、 
守口市、摂津市

高槻市、茨木市、寝屋川市、 
交野市

５万円 門真市、吹田市、箕面市 門真市、岬町

３万円 藤井寺市 大阪市、堺市、羽曳野市、 
富田林市

【中小事業所対象】
要件で支給額変動 松原市、柏原市、河内長野市 河内長野市

※2023年度、四条畷市は医療機関従事者への感謝金を１人につき３万円支給
※ゴシック体は２年度連続支給した自治体

無回答
1.6%
無回答
1.6%

手書きレセ
7.0%

手書きレセ
7.0%

CD請求
52.7%
CD請求
52.7%

オンライン
38.7%
オンライン
38.7%

改めて改めて
今号に同封今号に同封

2024年診療報酬改定に向けた保団連歯科改善要求（抜粋）
「在宅歯科診療」
　歯科訪問診療料には20分要件があるが、2010年度改定に導入され、２年
後の改定で、「容態急変時」の特別規定が設けられたことからも、在宅歯
科医療の実態とかけ離れた要件であることは明らかである。高齢者の体力
等を考慮しても「20分」という根拠のない時間要件は撤廃するべきであ
る。歯科訪問診療移行加算については、かかりつけ歯科医としての評価を
考えるのであれば、歯科訪問診療１のみならず、全ての訪問診療に対する
評価とすべきであり、また、３年以内に開始という時期の制限を撤廃し、
評価を引き上げるべきである。
「介護報酬改定とともに実施すべき介護保険制度の改善要求」
　被保険者の範囲の拡大を止めること。生活を圧迫する保険料引き上げは
中止し、低所得者の保険料を引き下げること。国庫負担を増やして、払え
る介護保険料への引き下げ、及び利用料減免を国の責任で実施すること。


